
諸外国の状況（VATの課税⽅式）

⃝ OECDの報告書によると、デジタルプラットフォームを介した取引において、デジタルプラットフォー

ム運営事業者が果たしうる役割は主に以下の４つに分類される。

① 納税義務（Full Liability Regime）
デジタルプラットフォーム運営事業者を販売者とみなし、オンラインでの販売にかかるVATの評価、徴収、納

付について、全ての責任を負う。

採用国：オーストラリア、カナダ、コロンビア1、コスタリカ1、アイスランド、韓国、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、トルコ、イギリス、

欧州諸国（オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、
イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン）

② 連帯責任（Joint and Several Liability Regime）
デジタルプラットフォーム運営事業者は、サプライヤーが納税義務を履行しなかった場合に、連帯責任とし

て納税義務を負う。

③ 情報共有（Information Sharing Obligation Regime）
デジタルプラットフォーム運営事業者は、税務当局に対してサプライヤーに関する情報提供義務を負う。

採用国：チリ1

④ 販売場所の提供（Mere Vender Regime）
デジタルプラットフォーム運営事業者は、単に販売の場所を提供しているだけで、納税義務を負わない。

採用国：日本、スイス

注１）サプライヤーがVAT登録していない場合、金融仲介機関（銀行、決済代行業者など）がVATの徴収を行う。

出典：「Mechanisms for the Effective Collection of VAT/GST」, OECD, 2017
「The Role of Digital Platforms in the collection of VAT/GST on online sales」, OECD, March 2019
各国税務当局HP等 31
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（参考）特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（令和2年6⽉3⽇号外法律第38号）抜粋

（定義）
第⼆条 この法律において「デジタルプラットフォーム」とは、多数の者が利⽤することを予定して電⼦計算機を⽤いた情報処理により構築し

た場であって、当該場において商品、役務⼜は権利（以下「商品等」という。）を提供しようとする者の当該商品等に係る情報を表⽰
することを常態とするもの（次の各号のいずれかに掲げる関係を利⽤したものに限る。）を、多数の者にインターネットその他の⾼度情報
通信ネットワーク（放送法（昭和⼆⼗五年法律第百三⼗⼆号）第⼆条第⼀号に規定する放送に⽤いられるものを除く。）を通じて
提供する役務をいう。
⼀ 当該役務を利⽤して商品等を提供しようとする者（以下この号及び次号において「提供者」という。）の増加に伴い、当該商品等

の提供を受けようとする者（以下この号において「被提供者」という。）の便益が著しく増進され、これにより被提供者が増加し、その
増加に伴い提供者の便益が著しく増進され、これにより提供者が更に増加する関係

⼆ 当該役務を利⽤する者（提供者を除く。以下この号において同じ。）の増加に伴い、他の当該役務を利⽤する者の便益が著しく
増進され、これにより当該役務を利⽤する者が更に増加するとともに、その増加に伴い提供者の便益も著しく増進され、これにより提
供者も増加する関係

２〜４ 省 略
５ この法律において「デジタルプラットフォーム提供者」とは、デジタルプラットフォームを単独で⼜は共同して提供する事業者をいう。
６ この法律において「特定デジタルプラットフォーム」とは、第四条第⼀項の規定により指定されたデジタルプラットフォーム提供者（以下

「特定デジタルプラットフォーム提供者」という。）の当該指定に係るデジタルプラットフォームをいう。

（特定デジタルプラットフォーム提供者の指定）
第四条 経済産業⼤⾂は、デジタルプラットフォームのうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごと

に、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額、利⽤者の数その他の当該事業の規模を⽰す指標
により政令で定める規模以上であるものを提供するデジタルプラットフォーム提供者を、デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の⾃
主的な向上に努めることが特に必要な者として、指定するものとする。
２・３ 省 略
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（参考）特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第⼀項の事業の区分及び規模を定める政令
（令和3年1⽉29⽇政令第17号）抜粋

１ 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（以下「法」という。）第四条第⼀項の政令で定める事業の
区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

事業の区分 規模
⼀ 省略 省略
⼆ 商品等提供利⽤者が⼀般利⽤者に対してソフトウェア（携

帯電話端末⼜はこれに類する端末において動作するものに限
る。以下同じ。）を提供する事業及び当該ソフトウェアにおけ
る権利を販売する事業であって、次のいずれにも該当するもの
イ 商品等提供利⽤者が主として事業者であり、かつ、⼀般

利⽤者が主として事業者以外の者であること。
ロ 広く消費者の需要に応じたソフトウェアを提供するもの及び

当該ソフトウェアにおける権利を販売するものであって、当該
ソフトウェアに電⼦メールの送受信のための機能を有するも
の及びインターネットを利⽤した情報の閲覧のための機能を
有するものが含まれていること。

ハ ソフトウェアの提供価格、当該ソフトウェアにおける権利の
販売価格その他当該ソフトウェア及び当該権利に関する情
報を⼀般利⽤者に対して表⽰して⾏うものであること。

年度における次に掲げる額の合計額が⼆千億円
イ 商品等提供利⽤者によるソフトウェアの提供及び権利の

販売（当該事業に係る場（ロにおいて単に「場」という。）
におけるものに限る。ロにおいて同じ。）に係る国内売上額
の合計額

ロ デジタルプラットフォーム提供者による⼀般利⽤者に対する
ソフトウェアの提供及び権利の販売の事業（場を提供する
ソフトウェアを提供する事業その他のデジタルプラットフォーム
の提供と⼀体として⾏う事業として経済産業省令で定める
事業を除く。）に係る国内売上額

三・四 省略 省略

指定した事業者 （参考）当該事業者が提供するアプリストア
Apple Inc.及びiTunes株式会社 App Store

Google LLC Google Playストア

（参考）2021年４⽉１⽇付で次のアプリストアの運営事業者が指定されている。
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